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Ⅰ．   天草地域森林組合・市町連絡会議登録森林 

森林管理計画の概要 

 

１．森林の所有者 ： 天草地域森林組合・市町連絡会議（グループ） 
グループ構成員 4団体 天草地域森林組合（受託者等 1,486名） 

上天草市 

天草市 

天草郡苓北町 

 

２．森林の管理者  ：  天草地域森林組合・市町連絡会議 会長 安田 公寛 

   (事務局所在地)   熊本県天草市楠浦町9946番地の１ 

 

３．認証の区域    ： 熊本県 天草森林計画区（上天草市・天草市・天草郡苓北町）内民有林 

 

４．対象森林面積  ：  8,305.97ha  13団地 

【森林の概況 団地別】 

人工林 天然林等

本渡団共 425.37 425.30 0.07 100% 111,602 3,453.7

牛深団共 105.91 105.91 0.00 100% 30,277 810.7

有明団共 423.58 388.37 35.21 92% 125,291 2,834.2

御所浦団共 3.00 3.00 0.00 100% 877 23.6

倉岳団共 27.54 27.24 0.30 99% 6,896 231.4

栖本団共 158.57 158.39 0.18 100% 49,309 1,133.1

新和団共 396.21 396.21 0.00 100% 116,629 3,126.6

五和団共 391.06 243.12 147.94 62% 85,530 2,057.1

天草団共 750.92 749.94 0.98 100% 194,444 6,276.3

河浦団共 1,572.29 1,415.35 156.94 90% 415,198 11,166.1

上天草団共 574.74 396.32 178.42 69% 114,741 3,483.4

苓北団共 1,751.63 1,074.35 677.28 61% 413,039 9,040.8

（天草市有林） 1,725.15 998.40 726.75 58% 406,393 9,239.4

合　　計 8,305.97 6,381.90 1,924.07 77% 2,070,226 52,876.4

蓄積（㎥）
年間成長量
（㎥/年）

内訳（ha）
団地名 面積（ha）

人工林率
（％）

 

※森林施業計画認定済み（団共：12団地、天草市市有林経営計画：1団地） 
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５．齢級別森林資源の構成 

【樹種・齢級別資源構成表】    上段:面積（ha）／下段：蓄積（m3）     H22年 4月現在  

スギ ヒノキ クヌギ その他広 小計 天然林 その他竹林 無立木他

1.16 7.44 0 .04 0 .50 9.14 0.62 3.74 10.43 23.93

0 0 0 0 0 0

7.78 25.07 4 .15 3 .97 40.97 40.97

0 0 217 43 260 0 260

6.97 37.84 0 .19 0 .94 45.94 45.94

207 1,514 0 37 1,758 0 1,758

35.24 147.08 2 .43 184.75 2.29 187.04

2,418 13,419 164 0 16,001 212 16,213

52.58 166.27 6 .55 0 .84 226.24 4.95 231.19

5,482 23,652 785 88 30,007 443 30,450

100.82 459.36 37 .98 0 .47 598.63 64.7 663.33

15,964 90,637 4,778 47 111,426 7,141 118,567

140.34 962.65 0 .25 4 .26 1,107.50 68.24 1,175.74

29,318 244,361 40 628 274,347 8,303 282,650

229.75 1 ,367.85 4 .35 1,601.95 136.78 1,738.73

61,487 409,231 0 643 471,361 18,513 489,874

307.24 917.61 12 .42 1,237.27 224.57 1,461.84

95,630 302,234 0 2,060 399,924 32,531 432,455

239.42 483.57 65 .87 788.86 479.13 1,267.99

82,768 173,730 0 11,474 267,972 71,549 339,521

141.40 172.66 10 .46 324.52 452.26 776.78

53,553 66,890 0 1,884 122,327 69,549 191,876

83.90 35.84 1 .98 121.72 279.36 401.08

33,888 14,517 0 361 48,766 44,356 93,122

28.10 18.97 0 .06 47.13 119.59 166.72

11,904 7,608 0 9 19,521 19,431 38,952

15.89 2.72 1 .34 19.95 70.23 90.18

7,025 1,261 0 260 8,546 11,717 20,263

6.75 3.30 10.05 5.56 15.61

3,087 1,538 0 0 4,625 935 5,560

5.01 1.09 6.10 6.10

2,375 526 0 0 2,901 0 2,901

3.83 0.61 4.44 0.07 4.51

1,877 253 0 0 2,130 11 2,141

3.63 2.39 6.02 6.02

1,794 1,220 0 0 3,014 0 3,014

0.34 0.08 0.42 1.55 1.97

173 42 0 0 215 279 494

0.12 0.18 0.30 0.30

60 95 0 0 155 0 155

1,410.27 4,812 .58 51.59 107.46 6,381.90 1,909.90 3.74 10.43 8,305.97

409,010 1,352,728 5,984 17,534 1,785,256 284,970 888 0 2,071,114

20以上

計

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

人　　工　　林 天　然　林　等
合計

　　　林種
齢級

1
0
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６．森林の沿革・概要 
（１）地域の概況 

天草森林計画区は、上天草市、天草市、天草郡苓北町を包括する区域で、熊本県の南西部に位置

し、周囲を有明海、八代海、及び東シナ海に囲まれ、大矢野島、天草上島、天草下島、御所の浦

島など大小120余りの島々で構成され、雲仙・天草国立公園、三角大矢野海辺県立自然公園、自

然環境保全地域等の多数の優れた自然景勝地を有している。 

地形はリアス式海岸などの特色ある海岸線と、山岳・丘陵地で占められ、急峻で平野部は少なく、

河川沿いのわずかな平地部や海岸線の河口部に市街地や集落、農地が展開している。 

気候は、年平均気温16～18℃と温暖で、年間平均降水量は2,000㎜と、比較的降雨に恵まれてい

るが、7月～9月にかけては台風が接近しやすい時期とも重なり、度々風雨による被害が発生して

いる。また、地質が古第３紀層の砂岩・泥岩で形成され、谷が複雑に入り込み、河川は極めて小

流域の単独河川であるなどの地勢条件も重なり、災害を受けやすく、水不足の要因ともなってい

る。 

地域の森林面積は58,268haで、総面積の67％を占め、そのうち民有林面積は57,073ha、内人工

林は22,800haで、人工林率は40％と県下平均に比べて低い。人工林は70％をヒノキ林が占めて

いるのが特徴である。 

土壌は、土地生産性の低い乾性褐色森林土が多く分布しているため、成長が悪く未成熟な森林も

多い。人工林の齢級構成は、8～9 齢級をピークとする保育対象林分が多くを占め、平均蓄積は

311m3／haである。 

 

（２）対象森林の現況 

  対象となる森林は、天草地域森林計画区内の民有林で「天草地域森林組合・市町連絡会議」（「以

下連絡会議という」）で組織されている天草市・上天草市・苓北町の３行政団体が所有する市・町

有林(2,153.73ha)、及び天草地域森林組合と長期施業受委託契約等(一部同意書)により、連絡会

議「持続可能な森林管理の基本方針」等に従いSGEC森林認証基準・指標を遵守し、所有林の管理

及び施業を実施すること」に同意した1,486名が所有する森林の合計8,305.97haである。 

連絡会議は、平成15年 1月に組織され、天草地域森林組合と行政が連携を強化し、森林組合が行

う事業の活性化を図ることによって、天草の森林整備や林業の振興に資することを目的として活

動を続けてきており、その中で、平成21年 10月に、「「SGEC森林認証制度」を通じて「持続可能

な森林の管理・経営」を集団的に推進することを目的」とした協定を締結し、統一した管理方針

の下で、地域の森林の一元的な管理・経営を行うための組織体制を整備してきた。事務局は天草

地域森林組合内に設置されている。 

森林施業計画は、旧市町を1団地とする12団地の団地共同施業計画（団共）及び、天草市公有林

経営計画が樹立されており（苓北町有林・上天草市有林は、天草地域森林組合の団地共同施業計

画において樹立）、これらの施業計画を統合した連絡会議「統合森林管理計画」によって、管理さ

れている。 

  対象森林全域が、天草地域森林計画区内であり、森林はその重視する機能に応じて、「水土保全林」、

「森林と人との共生林」、「資源循環利用林」に３機能区分されており、対象森林における内訳は、

水土保全林が、8,101.68haと 97％を占めている。（下表参照） 
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保安林指定面積は、993.13haで、内訳は、水源かん養：831.11ha、土砂流出防備：133.30ha、土

砂崩壊防止：1.64ha、飛砂防備・魚つき：25.15ha、保健：1.93ha となっており、雲仙・天草国

立公園指定地域に938.1haが含まれている。（内訳は下表参照） 

 

【機能別森林資源状況】                  平成22年 4月現在 

機能区分 内訳 人工林 天然林 その他 合計 

水土保全林 

面積（ha） 6229.15 1863.16 9.37 8101.68

蓄積（m3） 1,745,326 277,492 0 2,022,818

年間成長量（m3） 48,699 3,124 0 51,823

森林と人との共生林 

面積（ha） 10.32 26.27 0 36.59

蓄積（m3） 3,043 3,922 0 6,965

年間成長量（m3） 61 24 0 85

資源の循環利用林 

面積（ha） 142.43 24.21 1.06 167.7

蓄積（m3） 36,887 3,556 0 40,443

年間成長量（m3） 942 27 0 969

計 

面積（ha） 6381.90 1913.64 10.43 8305.97

蓄積（m3） 1,785,256 284,970 0 2,070,226

年間成長量（m3） 49,701 3,175 0 52,877

 

【保安林指定状況】 

保安林種 内訳 人工林 天然林 その他 合計 

水源かん養保安林 面積（ha） 552.42 278.69 831.11

土砂流出防備保安林 面積（ha） 74.84 55.71 2.75 133.30

土砂崩壊防止保安林 面積（ha） 1.64 1.64

飛砂防備・魚つき保安林 面積（ha） 2.70 22.45 25.15

保健保安林 面積（ha） 0.03 1.90 1.93

計 面積（ha） 631.63 358.75 2.75 993.13

 

【自然公園指定状況】 

制限種 内訳 人工林 天然林 その他 合計 

国立公園第1種特別地域 面積（ha） 5.19 18.68 23.87

国立公園第2種特別地域 面積（ha） 346.62 203.04 7.71 557.37

国立公園第3種特別地域 面積（ha） 239.43 114.22 1.41 355.06

国立公園普通地域 面積（ha） 0.67 1.13 1.80

計 面積（ha） 591.91 337.07 9.12 938.10
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  森林資源の内訳は、人工林が 6.382.88ha を占め、人工林率 77％と地域の平均を大きく上回って

いる。人工林の内訳は、ヒノキが4,812.51haで 7割以上を占め、齢級構成は8齢級をピークに、

保育対象である7～9齢級が、3,946.45haと 6割以上を占めている。(前掲：樹種・齢級別資源構

成表参照) 

このような状況から、当面は人工林を主体とした間伐等保育作業の計画的な実行、将来的には伐

期の分散・長期化、伐採箇所の分散化等に取組み、林齢の平準化と森林資源の保続に配慮してい

くことが必要である。 

今回の森林認証への取組に当たって、天草地域森林組合では、森林所有者と20年間の長期森林受

委託契約を締結するなどして、集約団地化による間伐等施業の計画的実行に努めるとともに、森

林所有者と天草地域における「目指すべき森林の姿」を共有するため、「１００年の森林づくり事

業」等のモデル林設置などを通して、将来の多様な森林づくりに向け、「長伐期施業へ移行する林

分」、「針広混交林化を図る林分」、「成長が悪い林分については、更新時に樹種転換を図る」など、

地域の自然要件を十分に踏まえた林分ごとの管理目的と施業区分の明確化にも取り組んできてい

る。 

連絡会議では、今後さらに地域の森林所有者と天草地域森林組合との長期施業受委託契約(包括承

継予定者の把握も含め)を進め、森林認証面積の増加を図るとともに、世代交代に備えた森林管理

体制を構築していく計画である。 

 

７．対象森林の管理体制 

（１）管理体制 

 天草地域森林組合・市町連絡会議は、天草地域3市町と天草地域森林組合に結集した森林所有者

1,486名からなる森林管理グループである。 

このため、多くの所有者の森林を一元的に管理する計画、組織、責任体制等、対象森林を計画的

且つ適正に管理するために必要な要件を下記の通り整えている。 
 
1） 一元的管理者（組織） 

  ア 組織名 

    天草地域森林組合・市町連絡会議 

    （会議構成者＝天草市・上天草市・苓北町・天草地域森林組合） 

  イ 幹事会 

    連絡会議幹事会（各市町の課長級、市町担当者、県振興局課長、担当者、森林組合参事、

担当課長で構成する） 

ウ 事務局 

 連絡会議事務局（天草地域森林組合） 

 

2） 連絡会議の役割 

  ア 各種規範の整備 

連絡会議 「持続可能な森林管理基本方針書」、「環境方針」等の規範及び、「生物多様性

の保全を考慮した施業指針」等の各種マニュアル類の作成 
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  イ 森林認証対象林の明確化と管理情報の整備 
各市町会員の場合は、連絡会議 規約及び「SGEC 森林認証取得等に関する協定書」に

従って管理される森林。 
森林組合会員の場合は、天草地域森林組合との「長期施業委託契約」または、森林認証

に関する「同意書」によって、「連絡会議森林管理基本方針」及び、「環境方針」等に従

い、天草地域森林組合と一体となって、SGEC 森林認証基準・指標を遵守して所有林の

管理及び施業を実施することに同意した森林所有者の所有林。 
    これら森林及び所有者を連絡会議「統合森林管理計画書」で明確化する。 
  ウ 統合森林管理計画の作成 

森林施業の実施に先立ち、森林所有者は公有林経営計画及び森林施業計画等の樹立を行

い、連絡会議は、これらの計画を統合して連絡会議「統合森林管理計画」を策定して進

行管理に当たる。 
「統合森林管理計画」は、連絡会事務局（森林組合）の一角に常備し、公開性を確保す

る。 
エ 規範・マニュアル類の周知・徹底（会員・施業実施者に対する研修・指導） 

連絡会議事務局及び市町担当者は、研修・指導等を実施し、個々の会員及び委託・請負

等で認証森林の施業を実施する従業者等に本管理基本方針・規範・マニュアル類の周知・

徹底を図る。 
オ 施業履歴、各種記録の管理 
  連絡会議事務局は、個々の会員から報告された「施業実行報告書」等を取りまとめて管

理するとともに、施業履歴として「統合森林管理計画」に反映させ、記録する。 
カ 各種共同事業の実施 
  生物多様性に関わる情報収集、巡視、各種調査・研究、研修会等の開催、森林環境教育、

SGEC 森林認証制度の普及啓発等の各種共同事業の実行。 
キ 会員「監査・公表」の実施 

    連絡会議事務局及び市町担当者は、各森林所有者の森林施業計画実行状況の把握や、認

証材の生産出荷状況把握のための監査を行う。 
監査結果や改善策は、記録・分析を行い、連絡会議総会に報告する。 
 

3） 森林所有者の役割 

ア 各市町（公有林）会員 
各市町会員が管理経営する公有林について、各市町は、率先且つ責任を持って本基本方

針及び連絡会議「統合森林管理計画」に基づく管理経営を行う。 
イ 森林組合会員 

   ①森林組合との長期森林施業委託契約を締結している森林所有者 
    森林所有者は、自身の意思に基づき締結した長期森林施業委託契約の履行に努め、天草

地域森林組合が、連絡会議「統合森林管理計画」基づいて提示する施業案の実施に積極

的に協力する。 
   ②「同意書」によって参加した森林所有者 
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    自発的な意思表示に基づき森林組合を経由して連絡会長宛に同意書を提出した森林所有

者は、連絡会議及び天草地域森林組合の十分な指導・支援の元で、個々の森林所有者の

責任に置いて、本方針に基づく森林の管理経営を行う。 
 
4） 事業の実行に際して 

連絡会議としての一元的な森林管理を実行するため、各市町有林及び本基本方針に賛同する

全ての森林所有者は、「統合森林管理計画」に基づく事業の実行に当たって、本基本指針他、

連絡会議の定める各種マニュアルを事業実行者に周知するとともに、事業実施状況等を連絡

会議へ下記の通り報告するものとする。 
 

ア 事業実行者への規範・マニュアル類の周知 
請負・委託等の事業発注時に提示する仕様書等に本基本方針外各種マニュアルの遵守規定を

記載するなどして、事業実行者に周知させる。    
イ 施業実行報告 
事業実施後はその内容（施業場所・施業内容・時期・施業量（面積・材積等）・実行者名等）

を別紙に定める書式に従って連絡会事務局に報告する。 
   ウ 認証材の出荷管理 
    認証森林から生産された木材を、認証材として販売する場合には、別途定める認証材管理規

定（認証森林伐採・搬出マニュアル）に従うとともに、連絡会事務局に生産箇所、出荷時期、

出荷数量を報告する。 
   エ 記録簿の作成 

所有林の森林巡視に努め、森林の現況や森林施業計画の実行状況を把握するとともに、記録

簿を作成して各種情報を記録・蓄積に努める。 
 
（２）事業実施者－天草地域森林組合 

天草地域森林組合は、平成14年 6月に天草地域内の天草森林組合、上天草森林組合、河浦町森林

組合の３森林組合が合併して誕生した広域森林組合で、小規模森林所有者が多く、他に林業事業

体の少ない天草地域の中核的担い手として、組合員はもとより、私有林から市町有林等も含めた

大半の森林管理を担ってきている。 
森林整備に従事する職員は、15名で、森林整備員は、25班、137名。森林整備員の平均年齢は47

歳と比較的若く、「安全衛生委員会の設置」による安全衛生管理体制の徹底や社会保険等の整備、

有給休暇の付与等、福利厚生を充実させ、担い手の確保と働きやすい職場環境作りを進めている。 

また、林業技士等（6名）や施業プランナー（2名）の資格取得、OJT活動、林業機械の免許取得

等の奨励によって、職員・森林整備員の資質向上を図ってきている。 

森林管理については、過去の履歴に照らした事業計画の策定を図るため、施業履歴の情報管理と

地理情報システム（GIS）を活用して、航空写真や森林計画図とリンクした情報管理を行っており、

集約化とコスト削減、ゾーニングなど多角的な分析が可能となっている。 

機械装備としては、フオワーダー3t積：2台、スイングヤーダー：1台、ミニハーベスター（0.25）：

1台と、やや小規模であるが、今後グラップルやミニフオワーダー（2t積）等の導入を計画して
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いる。 

 

  【天草地域森林組合の概要】 
・代表者  ：代表理事組合長 池 田 和 貴 
・設  立 ：平成 14 年 6 月 1 日（広域合併により設立） 
・組合員数 ：7,648 人 
・出資金  ：360,802 千円 
・年間取扱高：  1,019,660 千円（平成 20 年 6 月～21 年 5 月） 

   ○主な内訳（販売部門）101,960 千円 
        （加工部門）374,609 千円 
        （森林整備）543,086 千円 
・職員数    ：180 名（うち森林整備員 25 班－137 名：平均年齢 47 歳） 
・主な施設 ：本所共販所・木材加工工場、木材流通センター、河浦木材加工工場 他 

 

８．施業履歴・森林被害の記録（過去５年間）  
 対象森林における施業履歴と森林被害等の概況は以下の通り。 
 
 【施業種別実績-過去5年】                  単位 面積：ha、収穫量：m3 

区分     年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 計 

新 植 15.39 5.86 3.66 0.98 0.14 26.03

下 刈 112.67 106.29 102.82 79.87 11.88 413.53

除 伐 0 46.89 38.67 8.65 0 94.21

枝 打 ち 13.61 1.00 11.59 28.90 7.50 62.60

間 伐 1,065.36 1,345.67 1,344.06 1,567.35 1,104.42 6,426.86

収穫量(m3)※ 4,310 4,077 5,067 8,311 8,955 30,720

  ※過去 5 年以内に主伐実績は無く、収穫は、全て間伐と支障木の伐採量である。 
 
【森林被害の記録と概況】 
 天草地域は、台風の常襲地であるが、対象森林において過去 5年間には森林被害は発生していない。 
また、島嶼部でシカの分布もないため、問題になるような獣害も見られない。 
但し、松くい虫被害については、古くからの激害地で、対象森林内のマツ林はほぼ全滅状態である。

上天草市内に残る高度な公益機能の期待される森林において、毎年度約 500m3 程度の伐倒処理等

が行われており、跡地への抵抗性マツの植栽などの対策が試みられてきている。 
連絡会議では、マツ林は、当地域の特徴的な群落であるとともに、重要な資源でもあったことから、

今後の保全対策を検討中である。 
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